
を使用した場合エコリフォームに
（A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b）

一戸建ての住宅の断熱材最低使用量を満たすための断熱材の必要厚さを算出した例

※断熱材の枚数：断熱材寸法910×1820mm、（断熱材の施工面積／1.65m2）から算出

※断熱材の施工面積により、断熱材の必要厚さが変わります。
※住宅版エコポイント制度を利用する場合は、性能に応じて決められた
　最低使用量以上の量の断熱材を使用する必要がありますので、ご注意ください。

※断熱材の枚数：断熱材寸法910×1820mm、（断熱材の施工面積／1.65m2）から算出

〈壁：断熱材最低使用量＝4.0m3〉

100m2

40mm

61枚

断熱材の施工面積

断熱材の必要厚さ

断熱材の枚数

140m2

30mm

85枚

180m2

25mm

109枚

〈床：断熱材最低使用量＝2.0m3〉

10坪（33m2）

65mm

20枚

断熱材の施工面積

断熱材の必要厚さ

断熱材の枚数

20坪（66m2）

35mm

40枚

30坪（99m2）

25mm

60枚

平成23年1月より対象拡充決定！

今がお得な！
住宅版

エコポイント
制　度

エコリフォーム、エコ住宅の新築は、
にお任せ！

JIS A 9511 A種押出法ポリスチレンフォーム保温板

エコリフォームの場合

対象となる期間

工事内容

発行ポイント数

断熱材の
1戸あたりの
最低使用量

平成22年1月1日～平成23年12月31日に工事着手※したもの
平成21年度第2次補正予算の成立日（平成22年1月28日）以降に工事が完了したものに限る
※工事着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手をいいます。

次の①又は②の改修工事
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
 ● これらに併せて、バリアフリーリフォーム（手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張）、住宅設備（太陽熱利用
　システム、節水型トイレ、高断熱浴槽）の設置※を行う場合は、その分のポイントが加算されます。
　※工事着手が、平成23年1月1日より前の場合は住宅設備の加算申請はできません。

外壁、屋根・天井、
床の断熱改修

外壁
100,000ポイント

屋根・天井
30,000ポイント

床
50,000ポイント

住宅設備の設置 太陽熱利用システム
20,000ポイント

節水型トイレ
20,000ポイント

高断熱浴槽
20,000ポイント

 ● 1戸あたりの限度は、窓の断熱改修、外壁・屋根、天井または床の断熱改修、バリアフリー改修の合計で、
　300,000ポイント。

断熱材最低使用量〔単位：m3〕

Aー1、Aー2、B

F

断熱材区分
一戸建ての住宅 共同住宅等

床※1 外壁 屋根・天井 床※2 外壁 屋根・天井

3.0

2.0

6.06.0

4.0 3.5

2.5

1.5

4.01.7

1.1 2.5

※１：一戸建ての住宅の基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に０．３を乗じた値。
※２：共同住宅等の基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に０．１５を乗じた値。
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